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建設工事及び委託業務における入札・契約制度に関する基本方針の

一部改正について（通達）

このことについて、建設工事及び委託業務における入札・契約制度に関する基本方針（平成19年

３月23日付け18高建管第872号副知事通達）の一部を別添のとおり改正しましたので、通知します。

なお、改正内容は下記のとおりです。

記

１ 主な改正内容

（１）委託業務における契約保証の基準額を改正しました。

（２）その他、高知県契約規則改正に伴う基準額を改正しました。

２ 施行日

この改正は、令和７年４月１日から施行します。

様
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建設工事及び委託業務における入札・契約制度に関する基本方針

第１ 入札・契約手続

１ 一般競争入札

（１）建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第１項に規定する建設工事（以下「建設工事」と

いう。）又は建設工事に係る委託業務（高知県公共工事等契約指針（平成20年７月９日付け20

高建管第291号副知事通達）第２の２に定義する委託契約に関する業務に限る。以下「委託業

務」という。）を発注するにあたり、次のア及びイに該当するものは原則として一般競争入札

によるものとする。

なお、必要があって随意契約とする場合又は災害時における応急的な復旧工事など緊急を要

する場合は、この限りでない。

また、各部局長の定めるところにより一般競争入札の適用範囲を拡げることを妨げない。

ア 建設工事にあっては、請負対象金額（消費税及び地方消費税の額を含む。以下同じ。）5,000

万円以上のもの

イ 委託業務にあっては、次の委託対象金額（消費税及び地方消費税の額を含む。以下同じ。）

のもの

（ア）測量業務 委託対象金額が1,500万円以上

（イ）土木関係建設コンサルタント業務 委託対象金額が1,500万円以上

（ウ）地質調査業務 委託対象金額が 500万円以上

（エ）上記以外の業務 委託対象金額が5,000万円以上

（２）一般競争入札の実施にあたっては、「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令」（平成７年政令第372号）に係るものを除き、地方自治法施行令（昭和22年政

令第16号。以下「政令」という。）第167条の５の２の規定を適用する。

２ 指名競争入札

建設工事又は委託業務のうち、１（１）に該当せず、かつ随意契約によらないものは、指名競争

入札とすることができる。

また、建設工事のうち、災害復旧や防災対策工事、その他早期執行が必要な工事については、請

負対象金額１億円未満であって、かつ一定の競争性が確保されていると認められる場合に限り、１

（１）アの規定によらず、指名競争入札とすることができる。

指名競争入札を行う場合の指名業者数は、次のとおりとする。

ア 建設工事 ８者以上

イ 委託業務 ８者以上

３ 随意契約

随意契約は、政令第167条の２及び高知県契約規則（昭和39年高知県規則第12号。以下「規則」

という。）第31条から第32条の規定に基づき行う。

４ 総合評価方式による入札
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建設工事及び委託業務の発注について、各部局長の定めるところにより、総合評価方式による入

札を行う。

総合評価方式による入札は、低入札価格調査制度を適用した一般競争入札とする。

５ 低入札価格調査制度

建設工事においては、「建設工事低入札価格調査制度事務処理要領」（平成19年６月20日付け19

高建管第270号。に基づき、低入札価格調査制度を適用する。

委託業務においては、「委託業務低入札価格調査制度事務処理要領」（令和６年３月18日付け５

高土政第1437号）に基づき、低入札価格調査制度を適用する。

６ 共同企業体の活用

発注における共同企業体の活用及び取扱いについては「高知県建設工事共同企業体取扱要領」（平

成16年４月28日16高建管第67号）の定めるところによる。

７ 配置予定技術者等の届出

建設工事及び委託業務の一般競争入札においては、当該入札参加申請時に配置予定技術者届出書

を提出させるものとする。

また、すべての建設工事について、契約前に現場代理人及び技術者（当該建設工事に配置を要す

る主任技術者又は監理技術者等をいう。以下同じ。）の届出を義務付ける。届出のあった現場代理

人及び技術者については、原則として変更を認めない。

さらに、すべての委託業務については、契約前に管理技術者及び照査技術者の届出を義務付ける。

届出のあった管理技術者及び照査技術者については、原則として変更を認めない。

８ 入札の保証

（１）入札の参加者が「高知県建設工事入札参加資格者名簿」又は「高知県測量、建設コンサルタン

ト等入札参加資格者名簿」に登載された者であり、かつ、落札後、契約を結ばないこととなるお

それがないと認められる場合には、規則第10条第２号の規定により入札保証金を免除することが

できる。

（２）（１）の名簿に登載されていない者であっても、規則第10条及び高知県契約規則の施行につい

て（依命通達）（昭和55年２月19日54管第111号）第２の３（２）に該当する場合は入札保証金

を免除することができるが、該当しない場合は規則第９条の規定により入札保証金の納付を求め

る。

９ 契約の保証

（１）請負対象金額が500万円以上の建設工事においては、規則第39条の規定により契約保証金の納

付を求める。

（２）請負対象金額が500万円未満の建設工事又は契約金額が200万円以下の委託業務においては、規

則第40条第３号の規定により契約保証金を免除することができる。

（３）契約金額が200万円を超える委託業務においては、当該契約者が、国又は地方公共団体等との

間に過去２年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し、これ
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らの契約を誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場

合は、規則第40条第６号の規定により契約保証金を免除することができる。

（４）（１）から（３）の規定にかかわらず、緊急応急工事及び緊急委託業務（緊急応急工事及び緊

急委託業務の発注の取扱い変更について（平成18年８月14日付け18高建管第316号土木部長通知）

に定める緊急応急工事及び緊急委託業務をいう。）においては、規則第40条第６号の規定により、

契約保証金を免除する。

10 最低制限価格等

（１）低入札価格調査制度による一般競争入札では調査基準価格を設け、その他の一般競争入札又は

指名競争入札では最低制限価格を設ける。

（２）建設工事の請負の最低制限価格は、規則第17条第１項第１号により、予定価格の10分の7.5か

ら10分の9.2までの範囲で定める。

（３）建設コンサルタント業務の委託の最低制限価格は、規則第17条第１項第２号により、予定価格

の10分の６から10分の8.5までの範囲で定める。

（４）建設コンサルタント業務以外の委託の最低制限価格は、規則第17条第１項第２号及び別に定め

るところにより、予定価格の10分の６から10分の8.5までの範囲で定める。

11 電子入札

電磁的記録を用いた一般競争入札又は指名競争入札（電子入札）は、別に定めるところにより行

う。

12 工事費内訳書の提出

建設工事に係る入札においては、当該入札に係る入札書提出時に、入札金額に係る積算の内訳を

明らかにした工事費内訳書の提出を求めるものとする。

第２ 入札及び契約に関する情報の公表

１ 発注見通しの公表

予定価格が400万円を超えると見込まれる建設工事（公共の安全と秩序の維持に密接に関連する

ものであって、発注を秘密にする必要があるものを除く。）の発注見通しについて、毎年度４月１

日以降遅滞なく公表する。

また、10月１日を目途に公表事項の見直しを行い、変更後の事項を公表する。

２ 入札参加資格者の名簿及び入札参加者選定基準等の公表

一般競争入札及び指名競争入札に参加する資格を有する者の名簿、経営事項審査の総合評定値、

格付及び総合点数を公表する。また、建設工事競争入札参加者の選定基準についても公表する。

３ 指名通知の公表（指名業者名を除く。）

指名競争入札を行う建設工事及び委託業務の名称（番号）、完成期限、入札日時及び入札条件等

は、指名通知後速やかに公表する。
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４ 予定価格等の公表

競争入札を行う建設工事及び委託業務に係る予定価格は、別に定める場合を除き、指名通知又は

入札公告において公表する。随意契約による場合は、見積合わせの場において、契約の相手方を決

定した時に公表する。

最低制限価格又は調査基準価格（低入札価格調査制度を適用するものに限る。以下同じ。）及び

別に定めるところにより指名通知又は入札公告の際に公表しなかった予定価格については、落札者

とすべき者が確定した時（低入札価格調査制度適用時においては、低入札価格調査対象者が確定し

た時。ただし、当該調査対象者が失格となった場合に再度入札又は更改入札を行うこととなるとき

は除く。）に公表する。

５ 入札執行の過程及び結果等の公表

次に掲げる事項は、入札等の執行後に公表するものとする。ただし、（２）から（６）までの事

項の公表は、予定価格が400万円を超える建設工事（公共の安全と秩序の維持に密接に関連するも

のであって、発注を公にすることが適当でないものを除く。）について行う。

（１）入札・見積記録等

ア 入札をした者又は随意契約において見積をした者の商号又は名称、入札金額（見積金額）、

予定価格及び最低制限価格（調査基準価格）並びに設計金額の積算内訳

イ 無効（失格）となる入札をした者の商号又は名称及び無効（失格）となった根拠

ウ 入札を辞退した者の商号又は名称等

（２）一般競争入札の申請結果等

一般競争入札における入札に参加する者に必要な資格、申請者の名称及びこれらの者のうち当

該入札に参加させなかった者の名称並びにその理由

（３）指名理由

指名競争入札において指名業者を指名した理由

（４）低入札価格調査結果の概要等

ア 低入札価格調査制度による入札において、調査を実施した場合の結果の概要

イ 最低価格の入札者を落札者とせず他の者を落札者とした場合において、その者を落札者とし

た理由

ウ 工事完了後に実施した実態調査の結果の概要

（５）随意契約理由

随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由

（６）その他

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令（平成13年政令第34号）第７条第

２項第７号及び第８号に規定する事項

６ 契約内容の公表

予定価格が400万円を超える建設工事（公共の安全と秩序の維持に密接に関連するものであって、

発注を公にすることが適当でないものを除く。）の契約の内容について、次に掲げる事項を公表す

る。

（１）契約の相手方の商号又は名称及び住所
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（２）工事の名称、場所、種別及び概要

（３）工事着手の時期及び工事完成の時期

（４）契約金額

（５）契約金額を変更した場合における（２）から（４）までの事項及び変更理由

７ 指名停止等措置結果の公表

指名停止等の措置を行った場合は、指名停止を受けた者の商号又は名称、指名停止等の期間及び

理由を公表する。

８ 発注機関ごとの落札率等の公表

前年度に行った建設工事及び委託業務の入札及び見積について、発注機関ごとの落札率並びに当

該発注機関における事業者別の受注額及び受注割合を、毎年度速やかに公表する。

第３ 入札・契約の過程に関する苦情処理

入札及び契約の過程に関する苦情については、別に定める「指名業者選定等に関する苦情処理要

領」（平成13年３月23日12監第3669号）により処理する。

第４ 適用期日

この通達は、平成19年４月１日以降に指名通知又は公告を行う競争入札から適用する。

この通達は、平成20年１月１日以降に指名通知又は公告を行う競争入札から適用する。

この通達は、平成20年４月１日以降に指名通知又は公告を行う競争入札に適用する。

この通達は、平成20年４月10日から適用する。

この通達は、平成20年11月１日以降に指名通知又は公告を行う競争入札に適用する。

この通達は、平成21年５月１日以降に指名通知又は公告を行う競争入札に適用する。

この通達は、平成22年４月１日以降に指名通知又は公告を行う競争入札に適用する。

この通達は、平成24年４月１日から施行する。

この通達は、平成25年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知を

行う指名競争入札から適用する。ただし、工事費内訳書に係る部分は、平成25年５月１日から施行

し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知を行う指名競争入札から適用する。

この通達は、平成26年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知を

行う指名競争入札から適用する。
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この通達は、平成27年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知を

行う指名競争入札から適用する。

この通達は、平成28年４月１日から施行する。

この通達は、平成29年４月１日から施行する。

この通達は、平成31年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知を

行う指名競争入札から適用する。

この通達は、令和元年６月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知を

行う指名競争入札から適用する。

この通達は、令和３年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知を

行う指名競争入札から適用する。

この通達は、令和４年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知を

行う指名競争入札から適用する。

この通達は、令和６年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名通知を

行う指名競争入札から適用する。

この通達は、令和７年４月１日から施行する。
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建設工事及び委託業務における入札・契約制度に関する基本方針 新旧対照表

新 旧

第１ 入札・契約手続

１～８ （略）

９ 契約の保証

（１）請負対象金額が500万円以上の建設工事においては、規則第39条の規定により契約保証

金の納付を求める。

（２）請負対象金額が500万円未満の建設工事又は契約金額が200万円以下の委託業務において

は、規則第40条第３号の規定により契約保証金を免除することができる。

（３）契約金額が200万円を超える委託業務においては、当該契約者が、国又は地方公共団体

等との間に過去２年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたっ

て締結し、これらの契約を誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれ

がないと認められる場合は、規則第40条第６号の規定により契約保証金を免除することが

できる。

（４） （略）

10～12 （略）

第２ 入札及び契約に関する情報の公表

１ 発注見通しの公表

予定価格が400万円を超えると見込まれる建設工事（公共の安全と秩序の維持に密接に関

連するものであって、発注を秘密にする必要があるものを除く。）の発注見通しについて、

毎年度４月１日以降遅滞なく公表する。

また、10月１日を目途に公表事項の見直しを行い、変更後の事項を公表する。

２～４ （略）

５ 入札執行の過程及び結果等の公表

次に掲げる事項は、入札等の執行後に公表するものとする。ただし、（２）から（６）ま

での事項の公表は、予定価格が400万円を超える建設工事（公共の安全と秩序の維持に密接

に関連するものであって、発注を公にすることが適当でないものを除く。）について行う。

（１）～（６） （略）

第１ 入札・契約手続

１～８ （略）

９ 契約の保証

（１）請負対象金額が500万円以上の建設工事においては、規則第39条の規定により契約保証

金の納付を求める。

（２）請負対象金額が500万円未満の建設工事又は契約金額が100万円以下の委託業務において

は、規則第40条第３号の規定により契約保証金を免除することができる。

（３）契約金額が100万円を超える委託業務においては、当該契約者が、国又は地方公共団体

等との間に過去２年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたっ

て締結し、これらの契約を誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれ

がないと認められる場合は、規則第40条第６号の規定により契約保証金を免除することが

できる。

（４） （略）

10～12 （略）

第２ 入札及び契約に関する情報の公表

１ 発注見通しの公表

予定価格が250万円を超えると見込まれる建設工事（公共の安全と秩序の維持に密接に関

連するものであって、発注を秘密にする必要があるものを除く。）の発注見通しについて、

毎年度４月１日以降遅滞なく公表する。

また、10月１日を目途に公表事項の見直しを行い、変更後の事項を公表する。

２～４ （略）

５ 入札執行の過程及び結果等の公表

次に掲げる事項は、入札等の執行後に公表するものとする。ただし、（２）から（６）ま

での事項の公表は、予定価格が250万円を超える建設工事（公共の安全と秩序の維持に密接

に関連するものであって、発注を公にすることが適当でないものを除く。）について行う。

（１）～（６） （略）
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６ 契約内容の公表

予定価格が400万円を超える建設工事（公共の安全と秩序の維持に密接に関連するものであって、

発注を公にすることが適当でないものを除く。）の契約の内容について、次に掲げる事項を公表

する。

（１）～（５） （略）

７～８ （略）

第３ （略）

第４ 適用期日

（略）

この通達は、令和６年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名

通知を行う指名競争入札から適用する。

この通達は、令和７年４月１日から施行する。

６ 契約内容の公表

予定価格が250万円を超える建設工事（公共の安全と秩序の維持に密接に関連するものであって、

発注を公にすることが適当でないものを除く。）の契約の内容について、次に掲げる事項を公表

する。

（１）～（５） （略）

７～８ （略）

第３ （略）

第４ 適用期日

（略）

この通達は、令和６年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は指名

通知を行う指名競争入札から適用する。


